
令 和 ８ 年 １ 月  

組 合 員 の 皆 様 へ 

静 岡 市 食 品 国 民 健 康 保 険 組 合  

 

令 和８ 年 ４月 から  

子 ども ・ 子育 て支 援 金 制度 が 始 ま りま す  
 

 

国 は 、 こ ど も 未 来 戦 略 （ 令 和 ５ 年 １ ２ 月 策 定 ） の 「 加 速 化 プ ラ ン 」 に お

け る 少 子 化 対 策 を 強 化 す る た め に 、全 世 代・全 経 済 主 体 で 子 ど も や 子 育 て

世 帯 を 社 会 全 体 で 応 援 す る 仕 組 み「 子 ど も・子 育 て 支 援 金 制 度 」を 創 設 し

ま し た 。  

 

◎ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 金 制 度 と は  
国 は 、「 こ ど も・子 育 て 支 援 加 速 化 プ ラ ン 」を 取 り ま と め 、そ の 財 源 を

確 保 す る た め 、 す べ て の 医 療 保 険 者 （ 国 保 組 合 ・ 市 町 村 国 保 ・ 協 会 け ん

ぽ ・ 健 保 組 合 な ど ） か ら 「 支 援 金 」 を 徴 収 す る こ と と し ま し た 。  

 

 

◎ 支 援 金 の 徴 収 に つ い て  
子 ど も・子 育 て 支 援 金 は 、令 和 ８ 年 ４ 月 か ら 保 険 料（ 医 療 保 険 分・後 期

高 齢 者 支 援 金 分 ・ 介 護 保 険 分 ） と あ わ せ て 徴 収 さ れ ま す 。  

徴 収 し た 支 援 金 は 、子 ど も・子 育 て 支 援 納 付 金 と し て 国 に 納 付 し ま す 。  

 

＜ 保 険 料 の 区 分 ＞  

 

 医 療 保 険 分  + 後 期 支 援 金 分  + 介 護 保 険 分  ＋  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 金 分  

 

 

 

◎ 支 援 金 に つ い て  
ご 負 担 い た だ く 支 援 金 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 時 点 で １ ８ 歳 以 上 の 被 保 険 者

の 方 か ら 徴 収 す る こ と と し 、 令 和 ８ 年 度 か ら １ ０ 年 度 に か け て 段 階 的 に

導 入 さ れ ま す 。  

令 和 ８ 年 度 は 月 額 ４ ０ ０ 円 程 度 と 試 算 し て い ま す 。  

（ 支 援 金 額 が 決 ま り 次 第 、 組 合 員 の 皆 様 に ご 案 内 い た し ま す 。）  

 

 

 


